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告示・通知等 MPSコメント疑義解釈
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算定要件 点数
１ 内服薬（浸煎薬及び湯薬を除く。） ●処方薬剤の情報を収集し、薬剤服用歴への記録その他の管理を行う

●内服薬の場合（1剤につき）
・服用時点が同一である内服薬は1剤として算定
・４剤分以上の部分については算定しない（3剤まで算定可）

●調剤録又は薬剤服用歴への記録等の全てを行う
・患者の基礎情報、他に服用中の薬剤の有無及び服薬状況等
・服薬状況等の情報を踏まえ、必要な薬学的分析を行う
・処方内容に疑義があるときは、処方医に対して照会を行う
・調剤録及び薬剤服用歴を作成し、適切に保管

イ 7日分の以下の場合 4点
ロ 8日分以上14日以下の場合 28点
ハ 15日分以上28日分以下の場合 50点
ニ 29日以上の場合 60点

２ 1以外の場合（内服薬以外の場合）
（処方箋受付1回につき） 4点

調剤管理料
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・調剤管理料1を算定した場合は、調剤管理料2は算定できません

処方薬剤の情報を収集し、
薬剤服用歴へ記録

調剤録又は薬剤服用歴への記録
患者の基礎情報

・年齢
・疾患
・アレルギー歴

など

併用薬の有無・服薬状況

必要な薬学的分析 必要に応じて疑義照会を行う

照会

調剤録・薬剤服用歴の作成と保管

(７)薬剤服用歴記載事項（追加分）
オ オンライン資格確認システムを
通じて取得した患者の
薬剤情報又は特定健診情報等
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疑義解釈
【2022/3/31疑義解釈その１】
調剤管理料における「内服薬」に、浸煎薬及び湯薬は含まれない。

【2022/3/31疑義解釈その１】
内服薬（内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬であるものを除く。）と外用薬が同時に処方された場合、
調剤管理料１及び調剤管理料２を同時に算定できない。
内服薬（内服用滴剤、浸煎薬、湯薬及び屯服薬を除く。）以外のみが処方された場合、調剤管理料２を算定する。
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（例１）内服薬と外用薬が
同時に処方された場合

処方箋
A錠 1錠/1回 毎食後
B軟膏 ●g/1回 1日1回

⇒調剤管理料１のみ算定
（調剤管理料２は算定不可）

（例２）外用薬のみ
処方された場合

処方箋
Cクリーム ●g/1回 1日2回

⇒調剤管理料２算定

（例３）複数の医療機関からの
処方箋を同時に受け付けた場合

処方箋（X診療所）
E外用液 ●g/1回 1日2回

処方箋（Z病院）
Dカプセル 2Cp/1回 朝食後
E錠 1錠/1回 朝食後

⇒Z病院受付分として
調剤管理料１算定

⇒X診療所受付分として
調剤管理料２算定

調剤管理料は処方箋受付毎に算定できるため、
複数の医療機関からの処方箋を同時に受け付けた場合は、
それぞれ調剤管理料を算定できると解釈されます
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